
（まちづくり委員会資料） 

令和６年５月２３日 

都 市 計 画 局 

 

 

都市再生緊急整備地域の拡大について 

 

 

 「都市再生緊急整備地域」は、都市開発事業※などにより、緊急かつ重点的に市

街地整備を推進し、都市再生の拠点とすべき地域について、都市再生特別措置法に

基づき国が指定するものです。 

本市では、現在、「京都駅周辺地域」と「京都南部油小路沿道地域」の２地域の

指定を受けています。 

現在、更なる地域拡大を目指して、京都駅周辺の一部地域の追加指定及び三条駅

周辺地域の指定に向けた手続きを進めていますので、御報告します。 

 

※ 都市開発事業： 

土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の

整備に関する事業のうち、道路・公園・広場等の公共施設の整備を伴うもの。 

 

１ 都市再生緊急整備地域における特例措置 

別紙１のとおり。 

     

２ 指定区域（案）及び地域整備方針（案） 

（１）（仮称）京都駅周辺・京都南部油小路沿道地域※ 

    別紙２－１及び２－２のとおり。 

    ※ 今般、「京都駅周辺地域」と「京都南部油小路沿道地域」を統合する予定 

 

 （２）（仮称）京都三条駅周辺地域 

    別紙３－１及び３－２のとおり。 

 

３ 今後のスケジュール 

  ５月２０日から６月２日までの間、国がパブリック・コメントを実施した後、

地域指定が行われる予定です。 

 

 














